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第２節 高齢者福祉 

 

１ 長寿社会対策 

   平成１９年度は、平成１７年度に策定した老人保健福祉計画・介護保険事業計画（平成18～20年度）に基づ 

 き、各種施策事業の推進や目標値の達成に努めた。 

  また、１７年度に策定した「地域介護・福祉空間整備計画」（平成17～19年度）を基本としながらも、高齢 

 者人口や既存の介護サービス基盤の整備状況を勘案し、整備数や圏域設定等の見直しを行い、市内全域を対象 

 とした整備を行うための計画を再構築した。 

 

（１）老人保健福祉計画・介護保険事業計画の推進 

所管課 長寿社会推進課 
根拠法令等 

老人保健法第４６条の１８ 

老人福祉法第２０条の８ 

介護保険法第１１７条 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

   介護保険制度改正により新たに創設された制度やサービス内容の周知を図るとともに、今後必要になるサ

ービス内容やサービス量の予測に基づき、計画的なサービス供給体制の整備に努めた。 

計画の推進にあたっては、高齢者施策に関係する庁内７部１２課で組織した「大牟田市高齢者サービス推

進委員会」において進捗状況の管理を行った。また、より広く関係者の意見を取り入れるため、学識経験者、

保健・医療・福祉関係者、市民代表等で構成された「保健福祉ネットワーク協議会」において進捗状況の報

告、施策事業に関する協議・検討を行いながら計画の推進に努めた。 

 

（２）高齢者意識実態調査の実施 

所管課 長寿社会推進課 
根拠法令等 

老人保健法第４６条の１８ 

老人福祉法第２０条の８ 

介護保険法第１１７条 負担割合 国10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

   平成２１年度から平成２３年度までの３年間を期間とする「高齢者保健福祉計画・第４期介護保険事業計

画」の策定のあたっては、市民の高齢期に対する意識や望ましい超高齢社会のあり方を明らかにすることに

より、今後の大牟田市における高齢者施策の方向性を定めることを主眼に高齢者実態調査を実施した。 

  

 ① 超高齢社会に関する市民意識調査 

   ア．調査対象 

    市内全世帯悉皆調査（53,000世帯） 

   イ．目的 

    市民の世代別に見た高齢期のイメージを明らかにし「明るく活力ある超高齢社会」の実現のために必要 

   な施策を導くために実施した。 

   ウ．調査構成 

    ・住み慣れた地域で自立した生活を送るための方策（地域、健康、生きがい、高齢者のイメージ） 

    ・支援が必要な高齢者に十分届けられる介護保険制度について（介護保険制度の検証） 

   エ．調査方法 

    広報おおむた３月１日号に折込配布、専用の返信用封筒にて回収した。 

   オ．調査実施期間 

    平成２０年３月１日～３月２０日 

   カ．回収（率） 

    ６，９４２件（回収率13.1％） 



 16

  ② 大牟田市療養病床入院患者実態調査 

   ア．調査対象 

    市内の療養病床全入院患者（1,104人） 

   イ．目的 

    平成２３年度末に介護療養病床が廃止されることから、療養病床に入院している患者の在宅復帰の可能 

   性や生活環境、家族の介護力等について広汎な情報収集を行うことで、より適切な療養環境のあり方を明

らかにするために実施した。 

   ウ．調査構成 

    医療区分・ＡＤＬ区分、患者の自宅の状況、生活環境、家族関係、収入の状況等、本人の意向、在宅復

帰の可能性について 

   エ．調査方法 

    市内の療養病床を有する医療機関へ調査票を配布、医療機関職員による聞き取り。 

   オ．調査実施期間 

    平成２０年２月１日～３月３日 

   カ．回収（率） 

    ９００件（回収率81.5％） 

 

（３）地域密着型サービス拠点等の整備 

所管課 長寿社会推進課 
根拠法令等 

地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進

に関する法律第４条 

大牟田市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱 負担割合 国10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

   ① 地域介護・福祉空間整備計画 

地域における住民生活を支える基盤整備について、地域住民が様々なサービスの担い手として参加し、

コミュニティの再生や新たなサービス基盤の形成が図られることで、住み慣れた地域での生活が継続で

きるような環境を整備することを目的として、平成17年度に「地域介護・福祉空間整備計画」（１０計

画）（平成１７年度～１９年度）を策定した。平成18年度には、当初計画を基本としながらも高齢者人

口や既存の介護サービス基盤の整備状況等を勘案し、整備数や圏域設定等見直しを行い、市内全域を対

象とした整備を行うための計画に再構築し、現在に至っている。 

   

 ② 地域密着型サービス拠点等の選定及び指定等 

    ア．選定 

地域密着型サービス事業所、施設については、地域介護・福祉空間整備計画に基づき事業者募集を行

い、大牟田市社会福祉施設等評定委員会での協議を経て、小規模多機能型居宅介護事業所５か所、認知

症対応型通所介護事業所１か所、認知症対応型共同生活介護事業所（認知症高齢者グループホーム）１

か所、地域密着型介護老人福祉施設１か所（１ユニット）、を選定し、整備することとした 

また、介護予防拠点・地域交流施設についても事業者募集を行い、４か所を整備することとした 

イ．指定・廃止・開設 

平成１９年度は、小規模多機能型居宅介護事業所７か所、認知症対応型通所介護事業所３か所の指定

を行った。一方、認知症対応型通所介護事業所２か所の事業廃止を行った。これで、３月末現在の地域

密着型サービス事業所数は、夜間対応型訪問介護事業所が３か所、認知症対応型通所介護事業所が７か

所、小規模多機能型居宅介護事業所が１３か所、認知症対応型共同生活介護事業所が１２か所、地域密

着型特定施設が３か所となっている。 

また、介護予防拠点・地域交流施設については、平成１９年度中に１３か所が開設し、３月末現在で

２７か所となった。 
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（４）長寿社会フェスティバル（高齢者いきいき祭り）の開催 

所管課 長寿社会推進課 
根拠法令等 老人福祉法 

負担割合 ― 

 

  ＜目的・事業内容＞ 

   高齢者が健康で生きがいのある人生を送るとともに、市民一人ひとりが高齢社会における諸問題について

理解と関心を深めることを目的として、大牟田市老人クラブ連合会主催、大牟田市共催により長寿社会フェ

スティバル（高齢者いきいき祭り）を開催した。 

    

テーマ 豊かで明るい長寿社会をめざして 

と き １０月１８日（木） 

ところ  大牟田文化会館 小ホール 

内 容  ・「いきいき大牟田長寿のまち憲章」唱和 

・大牟田警察署交通いきいき教育隊の寸劇、よかば～い

体操「大蛇山バージョン」 

・老人クラブ会員芸能競演大会  

 

（５）いきいき大牟田長寿のまち憲章啓発 

所管課 長寿社会推進課 
根拠法令等 老人福祉法 

負担割合 市10/10 

 

  ＜目的・事業内容＞ 

   長寿社会に対する市民の意識啓発を図るため、長寿社会フェスティバル（高齢者いきいき祭り）の中で、

平成６年９月１２日に制定した「いきいき大牟田長寿のまち憲章」の唱和を行ったほか、各種冊子の中で掲

載するなど憲章の周知を図った。 

 

（６）人生トライアスロン金メダル事業 

根拠法令等 大牟田市人生トライアスロン金メダル基金条例 所管課 長寿社会推進課 

 

  ＜目的・事業内容＞ 

   平成４年６月の市議会において「大牟田市人生トライアスロン金メダル基金条例」が議決され、市制７５

周年記念事業として制定し、同年７月から実施している。人生をトライアスロンにたとえ、１００歳に達し

たときにそのレースの勝利者として金メダルを贈り、市民へ希望と生きがいを与え、より豊かな長寿社会の

実現に資する。 

   ・平成１９年度贈呈者数  ２２人 
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２ 高齢者福祉施策 

高齢化率が年々伸び続けているのに比例して、支援を必要とする高齢者の数も年々増えてきている。特に

後期高齢者（７５歳以上）の増加が目立ち、後期高齢者が前期高齢者（６５歳～７４歳）を上回っている状

況である。 

そのような中、平成１９年度は、介護保険制度の改正に基づき設置した地域包括支援センター等による実

態把握を通じて、必要とされている高齢者福祉サービスの提供に努めた。 

 

（１）養護老人ホーム入所措置 

根拠法令等 
老人福祉法第１１条 

大牟田市老人福祉法施行細則 
所管課 長寿社会推進課

申請窓口 長寿社会推進課地域支援担当 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

環境上の理由及び経済的理由（政令で定めるものに限る。）により、居宅において養護を受けることが困

難な人に対し、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ること

を目的とする。 

 

   ＜実  績＞ 

①措置施設                                （平成２０年４月１日現在） 

種  別 設置主体 施設名  定 員 
措置数 

(人) 

社福法 吉 野 園   大牟田市大字吉野 90 75

〃 (盲)寿光園  筑紫野市大字西小田 80 8

〃 田 尻 園   福岡市西区大字田尻     他４ヵ所 6

公立 楠 寿 園   みやま市瀬高町長田 85 1

養護老人 

ホーム 

〃 延 寿 荘   玉名郡南関町大字上長田      他4ヵ所 5

 

②措置状況 

                        年度 

  区分 
14 15 16 17 18 19 

人 員(延 数)     796     679 675       688 782 881市 

内 措置費(千 円)  117,566  100,079  100,001   101,864 121,057 139,775

人 員(延 数)     286     237 216       231 231 225市 

外 措置費(千 円)   57,316   47,723   43,166    46,332 46,363 45,414

人 員(延 数)    1,082     916     891       919 1,013 1,106

養護老人 

ホーム 

合 

計 措置費(千 円)  174,882  147,802  143,166   148,195 167,420 185,159

 

（２）介護予防住宅リフォーム事業 

根拠法令等 大牟田市高齢者介護予防住宅リフォーム事業実施要綱 所管課 長寿社会推進課 

申請窓口 長寿社会推進課地域支援担当 負担割合 
国45/100 

市55/100 

 

＜目的・事業内容＞ 

加齢や傷病に伴い不自由な在宅生活を送られている高齢者の転倒防止を図る等、介護状態への進行を予防

する対策として手摺り設置、段差解消等の改修を行う場合、費用の一部を助成するもの。平成１２年度から

実施している。 
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＜実  績＞ 

        年度 

 区分 
14 15 16 17 18 19 

助成件数      47      31    51     15  9 7

助成金額（千円）   3,151   2,056  2,865    440 233 184

 

（３）日常生活用具給付等事業 

根拠法令等 大牟田市老人日常生活用具給付等事業実施要綱 所管課 長寿社会推進課 

申請窓口 長寿社会推進課地域支援担当 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等に対し、日常生活用具を給付すること

により、当該高齢者の日常生活の便宜を図り、安心安全の増進に資することを目的とする。 

自動消火器、火災警報器、電磁調理器の3品目を給付している。 

 

＜実  績＞ 

                  年度 

 区分 
14 15 16 17 18 19 

給付件数     43     45     23     32 8 26

事業費(千円)      943      863       468       598 119 293

 

（４）老人福祉電話貸与事業 

根拠法令等 大牟田市老人福祉電話貸与事業運営要綱 所管課 長寿社会推進課

申請窓口 長寿社会推進課地域支援担当 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

老人の孤独感を和らげるとともに関係機関及び地域住民の協力を得て、安否の確認等を図り、健全でやす

らかな日常生活ができることを目的とする。 
 

＜実  績＞ 

                   年度 

  区分 
14 15 16 17 18 19 

設置台数        70        65        65        65 58 56

運営費(千円)     2,078     2,104     1,788     1,724 1,613 1,572

※平成１８年度以降は、年度末の稼働台数 

 

（５）緊急通報システム事業 

根拠法令等 大牟田市緊急通報システム事業実施要綱 所管課 長寿社会推進課 

申請窓口 長寿社会推進課地域支援担当 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

ひとり暮らしで健康に不安があり、常時注意を要する高齢者に緊急通報機器を貸与し、急病及び災害など

の緊急時に迅速かつ適切に対応することにより、高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。緊急通報

受信センターを消防本部に設置し、平成６年１月より事業を開始し、平成１２年度から民間の受信センター

対応によるレンタル分を増設した。 

平成１８年８月からは、消防本部に設置していた受信センターを廃止し、全ての緊急通報を民間の受信セ

ンターにて受信している。 
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＜実  績＞ 

                  年度 

  区分 
14 15 16 17 18 19 

設置台数 (延557)87 (延607)50 (延622)15 (延702)80 562 554

事業費(千円) 16,525  19,401  19,815  18,461 17,354 14,262

※平成１８年度以降は、年度末の稼働台数 

 

（６）在日外国人高齢者福祉手当 

根拠法令等 大牟田市在日外国人高齢者福祉手当支給要綱 所管課 長寿社会推進課 

申請窓口 長寿社会推進課地域支援担当 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

本市に１年以上居住している大正１５年４月１日以前生まれの在日外国人で、年金制度上の理由により国

民年金を受けられない高齢者の福祉増進を図るため、平成９年度から実施している。 

 

＜実  績＞ 

           年度 

 区分 
14 15 16 17 18 19 

給付人員     11      11     11     10    10 10

事業費（千円）     924     924   889     840     840 840

 

（７）老人クラブへの助成  

根拠法令等 
老人福祉法第１３条第２項 
大牟田市老人クラブ活動費補助金交付要綱 

所管課 長寿社会推進課 

申請窓口 長寿社会推進課地域支援担当 負担割合 
国1/3 県1/3 

市1/3 

 

＜目的・事業内容＞ 

施設の清掃、花壇除草等の社会奉仕活動や健康づくり講座等を実施している老人クラブの活動に対する助

成を行っている。 

 

＜実  績＞ 

                  年度 

  区分 
14 15 16 17 18 19 

クラブ数       101        95        84        81 80 76

会員数     4,975     4,589     4,019     3,771 3,704 3,486

助成費（千円）   5,853   5,329   4,631   4,490 4,240 4,034

 

（８）老人クラブ生きがいと健康づくり事業 

根拠法令等 
老人福祉法第１３条第２項 

大牟田市老人クラブ生きがいと健康づくり事業運営要綱
所管課 長寿社会推進課 

申請窓口 長寿社会推進課地域支援担当 負担割合 市10/10 
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＜目的・事業内容＞ 

高齢者が生きがいと健康づくりに取り組むことにより、老人クラブの活動を活性化させ、加入促進を図る

とともに、老人クラブ及び老人クラブ連合会の支援策として、連合会に平成１２年度から委託実施している。 

平成１８年度より介護予防事業に係る分として、別途に老人クラブ介護予防活動支援事業として実施して

いる。 

 

＜実  績＞ 

       年 度 

区 分 
14 15 16 17 18 19 

事業費（千円）   4,000   4,000   3,800    4,000 2,000 1,600

 

（９）マネジメント支援事業 

根拠法令等 大牟田市マネジメント支援事業実施要綱 所管課 長寿社会推進課 

申請窓口 長寿社会推進課地域支援担当 負担割合 市10/10 

  
＜目的・事業内容＞ 

要介護認定者に対する福祉事業を支援するため、ケアマネジャー等からの代理申請及びマネジメントに手

数料を支払うもの。Ｈ１９年度から実施している。 

 

＜実  績＞ 

       年  度 

  区 分 
19 

作成件数        139 

支給額（千円）        139 

 

（10）老人福祉センター 

所 管 課 長寿社会推進課 
根拠法令等 

老人福祉法第２０条の７ 
大牟田市老人福祉センター条例 負担割合 市10/10 

 
  ＜目的・事業内容＞ 

老人福祉法の趣旨に基づき、おおむね６０歳以上の市民等を対象として、各種の相談に応じるとともに、

心身の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、高齢者が健康で明るい

生活を営むことを目的として設置している。 
   平成１９年度からは、施設の経費管理の削減や市民サービスの向上を目指すことを目的として、指定管理

者制度を導入している。 
 
  ＜施設の概要＞ 

所在地 大牟田市若宮町２番地１ 

敷地面積 1,147.0㎡ 

延 817.6 ㎡ 

１階 477.63 ㎡ 

２階 329.14 ㎡ 
建物面積 

PH 10.83 ㎡ 

駐車場面積 601.83 ㎡ 

構造 鉄筋コンクリート ２階建 

開設 昭和47年6月 

定員 160人 
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設備 

談話室、大集会室１、小集会室２、 

レクリエーション室２、機能回復訓練室１、 

生活相談室、浴場、ヘルストロン、 

マッサージ機、レーザーカラオケ 

 

  ＜実  績＞ 

市内利用者 市外利用者 計     区分 
 
年度 個人(人) 団体(人) 個人(人) 団体(人) 利用者(人) 使用料収入(円)

14  36,061    －    261    －   36,322   3,658,300

15  36,257    －    260    －   36,517   3,677,700

16  33,832    －    375    －   34,207   3,458,200

17  21,696    －    343    －   22,039   4,442,100

18  20,981    －    304    －   21,285   4,287,400

19 20,160    －    279    －   20,439   4,115,700

 


